
令令和和８８年年度度税税制制改改正正等等要要望望項項目目   
 
要要望望１１   洋洋酒酒にに対対すするるアアルルココーールル分分にに比比例例ししたた   

度度数数課課税税のの適適用用範範囲囲のの拡拡大大とと１１度度ごごとと   
のの加加算算税税率率のの引引下下げげ・・・・・・・・・・・・・・１１頁頁   

  
１  洋酒（ウイスキー、ブランデー、スピリッ

ツ、甘味果実酒及びリキュール）に対するア

ルコール度数課税は、税率がアルコール度数

に比例していない度数帯があり、その度数帯

の洋酒に対してはアルコール分１度当たりで

高い酒税が課せられており負担格差がありま

す。  

この負担格差を解消し、アルコール度数課

税の適用度数帯の拡大を要望します。  

２  令和元年 10 月の消費税の増税を踏まえ、洋

酒に対する酒税は、アルコール分 1 度につき

1 万円の加算税率を、少なくとも消費税の増

税された率分は引下げられるよう要望します。 

  
  
要要望望２２   薬薬酒酒にに対対すするる軽軽減減税税率率制制度度のの導導入入   

・・・・・・・・・・・・・・８８頁頁   
  

薬酒（「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律」上の医薬品）は、

致酔飲料というより、国民の健康増進、福祉の向

上等と深く関係している酒類であることを考慮

され、大幅な酒税の軽減をされるよう要望します。 
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要要望望３３   当当面面のの酒酒税税改改正正のの着着実実なな実実施施   

・・・・・・・・・・・・・・９９頁頁   
  

酒類製造各社は、平成２９年度酒税法改正に基

づく酒税率の改正及び令和５年度税制改正に基

づく酒税率の特例措置を踏まえて、中長期的観点

から経営計画を立てておりますので、これらの酒

税改正を着実に実施し、増税は行わないようにお

願いします。  

  
  
  
要要望望４４   流流通通市市場場ににおおけけるる被被災災酒酒類類及及びび変変質質等等   

酒酒類類のの酒酒税税現現地地還還付付制制度度等等のの導導入入   
・・・・・・・・・・・・・・１１００頁頁   

  
流通市場の酒類販売業者の所持する酒類につい

て、①被災した場合、②変質・季節等の経過によ

り廃棄した場合、現行法では酒類販売業者に直接

酒税を還付する制度がありません。  
そこで、酒類販売業者が、酒類の被災場所や廃

棄場所の所轄税務署長の確認を受けた場合は、酒

類の仕入れ代金に含めて酒税を負担している酒類

販売業者に直接酒税を還付する制度を創設してい

ただくよう要望します。  
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要要望望５５   酒酒類類業業組組合合のの事事業業拡拡大大   
・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１３３頁頁   

  

酒造組合が酒類の地理的表示についての管理機

関となれるよう事業の拡大を要望します。   

  

  

  
要要望望６６   制制度度のの簡簡素素合合理理化化   

・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１５５頁頁   
  

酒税法に規定する申告・届出等の義務規定の廃

止及び実情に沿った手続きを見直しの上、簡素合

理化を図っていただきますよう要望します。  
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要要望望１１   洋洋酒酒にに対対すするるアアルルココーールル分分にに 比比例例ししたた

度度数数課課税税のの適適用用範範囲囲のの拡拡大大とと１１度度ごごとと

のの加加算算税税率率のの引引下下げげ   

〔要旨〕  

１  洋 酒 （ ウ イ ス キ ー 、 ブ ラ ン デ ー 、 ス ピ リ ッ ツ 、

甘 味 果 実 酒 及 び リ キ ュ ー ル ） に 対 す る ア ル コ ー ル

度 数 課 税 は 、 税 率 が ア ル コ ー ル 度 数 に 比 例 し て い

な い 度 数 帯 が あ り 、 そ の 度 数 帯 の 洋 酒 に 対 し て は

ア ル コ ー ル 分 １ 度 当 た り で 高 い 酒 税 が 課 せ ら れ て

お り 負 担 格 差 が あ り ま す 。  

こ の 負 担 格 差 を 解 消 し 、 ま た 、 多 様 化 す る 消 費

者 ニ ー ズ に 対 応 し た 商 品 開 発 が で き る よ う に す る

た め に も 、 ア ル コ ー ル 度 数 課 税 の 適 用 度 数 帯 の 拡

大 を 要 望 し ま す 。  

 

２  最近ではアルコール分が 10 度未満のチューハイや

ハイボールが好んで飲まれるとともに、高いアルコ

ール分の洋酒も水割り・炭酸水割り・果汁の混和等

で 低 い ア ル コ ー ル 分 に し て 飲 用 さ れ る な ど 健 康 に

配慮した飲用実態となっています。このような実態

を考慮し令和元年 10 月の消費税の増税を踏まえ、

洋 酒 に 対 す る 酒 税 は 、 ア ル コ ー ル 分 １ 度 に つ き １

万 円 の 加 算 税 率 を 、 少 な く と も 消 費 税 の 増 税 さ れ

た 率 分 は 引 下 げ ら れ る よ う 要 望 し ま す 。  

  

 

〔説明〕  

⑴  蒸 留 酒 に 対 す る 課 税 は 、 国 際 的 に 見 ま す と ア ル

コ ー ル 分 に 比 例 し た 度 数 課 税 が 中 心 に な っ て い ま
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す 。  

  こ れ に 対 し 、我 が 国 の 洋 酒 に 対 す る 度 数 課 税 は 、

ウ イ ス キ ー 等 （ ウ イ ス キ ー 、 ブ ラ ン デ ー 、 ス ピ リ

ッ ツ ）は ア ル コ ー ル 分 が 8 度 以 上 13 度 未 満 及 び 37

度 以 上 、 甘 味 果 実 酒 は ア ル コ ー ル 分 が 12 度 以 上 、

リ キ ュ ー ル は ア ル コ ー ル 分 が 8 度 以 上 の も の に 限

定 さ れ て い ま す 。  

  そ し て 、 そ の 他 の ア ル コ ー ル 分 の 度 数 帯 は ア ル

コ ー ル 分 に 比 例 し な い 定 額 課 税 と な っ て い ま す 。

具 体 的 に は 、 ウ イ ス キ ー 等 は ア ル コ ー ル 分 8 度 未

満 及 び 13 度 以 上 37 度 未 満 、甘 味 果 実 酒 は 12 度 未

満 、 リ キ ュ ー ル は 8 度 未 満 の 度 数 帯 で 定 額 課 税 と

い う 変 則 的 な 課 税 と な っ て い ま す 。  

  こ れ ら の 定 額 課 税 と な っ て い る 度 数 帯 の 洋 酒 に

つ い て 、 近 年 の 消 費 者 の 低 ア ル コ ー ル 分 酒 類 嗜 好

と い う 消 費 者 ニ ー ズ に 応 え た 商 品 を 開 発 し よ う と

し て も 、 割 高 の 酒 税 負 担 を 余 儀 な く さ れ る こ と か

ら 、 商 品 開 発 が で き 難 い 状 況 に あ り ま す 。  

 

（ 具 体 例  １ ）  

  ウ イ ス キ ー 等 に つ い て ア ル コ ー ル 度 数 課 税 の 適

用 度 数 帯 が 拡 大 さ れ ま す と 、 ア ル コ ー ル 分 3 度 の

場 合 、350mℓ缶１ 本 当 た り 10 5 0 円 の 税 額 と な り ま す 。 

  と こ ろ が 、 現 行 税 法 で は ア ル コ ー ル 分 8 度 の 税

額 と 同 額 の 28 円 と な り 、約 2.7 倍 も の 割 高 な 負 担

を 余 儀 な く さ れ て い ま す 。  
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○  ウ イ ス キ ー 等 の ア ル コ ー ル 度 数 課 税 適 用 範 囲 拡 大 例  

  （ ア ル コ ー ル 分 3 度 、 容 量 ３ ５ ０ ㎖ ）  

 

                       ２ ８ 円  

                        

   ２ .７倍  

                  

１ ０ ５ ０ 円  

 

 

（具体例  ２）  

アルコール分 13 度のウイスキー等についてア

ル コ ー ル 度 数 課 税 の 適 用 度 数 帯 が 拡 大 さ れ ま す

と、350mℓ 缶１本当たり 455 0 円の税額となります。

一方、現行酒税法では、アルコール分 37 度の税

額と同額の 1295 0 円となり、約 2.8 倍もの割高な

負担となっています。  

 

○  ウ イ ス キ ー 等 の ア ル コ ー ル 度 数 課 税 適 用 範 囲 拡 大 例  

  （ ア ル コ ー ル 分 １ ３ 度 、 容 量 ３ ５ ０ ㎖ ）  

 

                    １ ２ ９ ５ ０ 円  

                         

２ .８倍  

 

             ４ ５ ５ ０ 円  

 

 

 

 
ア ル コ ー ル 度 数 課 税 の
適 用 範 囲 を 拡 大 し た 場
合 の 税 額 （ 要 望 例 ）  
 

 
ア ル コ ー ル 分 ９ 度 未 満  
の 税 額 （ 現 行 ）  

 
ア ル コ ー ル 分 1 3 度 以 上
3 7 度 未 満 の 税 額（ 現 行 ） 

 
ア ル コ ー ル 度 数 課 税 の
適 用 範 囲 を 拡 大 し た 場
合 の 税 額 （ 要 望 例 ）  
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⑵   ウ イ ス キ ー 等 以 外 の 蒸 留 酒 類 は 、 ア ル コ ー ル 分

20 度以上が度数課税となっていますが、ウイスキー

等の度数課税は、アルコール分 37 度以上となって

います。  

  このため、酒税額は、アルコール分 37 度ではウ

イ ス キ ー 等 と 他 の 蒸 留 酒 類 と の 間 に 違 い は あ り ま

せ ん が 、 ア ル コ ー ル 分 2 0 度 で は 他 の 蒸 留 酒 類 が  

 720mℓ びん 1 本当たり 144 円であるのに対して、ウ

イスキー等は 720mℓ びん１本当たり 266 円（アルコ

ール分 37 度の税額と同額）と 2 倍近い格差があり

ます。  

 

○  ウ イ ス キ ー 等 と 他 の 蒸 留 酒 類 と の 酒 税 額 の 比 較  

（ ア ル コ ー ル 分 ２ ０ 度 、 容 量 ７ ２ ０ m ℓ）  

 

                 ２ ６ ６ 円  

                     

約２倍  

 

              １ ４ ４ 円  

 

 

イ  こ の よ う な ア ル コ ー ル 度 数 課 税 の 格 差 は 、 コ

ス ト と し て 商 品 価 格 に 反 映 さ れ 、 本 来 中 立 で あ

る べ き 税 制 が 消 費 者 ニ ー ズ に 適 応 し た 商 品 開 発

を 妨 げ 、 結 果 的 に 消 費 者 の 商 品 選 択 の 幅 を 狭 め

る こ と と な っ て い ま す 。  

ロ  税 制 上 の 格 差 が 設 け ら れ た 趣 旨 は 、 酒 類 の 品

目 間 の 分 野 調 整 の た め と 言 わ れ て い ま す が 、 基

 
他 の 蒸 留 酒 類  

 
ウ イ ス キ ー  
ブ ラ ン デ ー  

ス ピ リ ッ ツ 他  
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本 税 率 に 大 き な 格 差 が あ っ た 時 代 な ら と も か く 、

平 成 18 年 5 月の 酒 税 法 改 正 に お い て 、ウ イ ス キ

ー 等 と 他 の 蒸 留 酒 類 が 同 種 ・ 同 等 の も の と し て

「 蒸 留 酒 類 」 に 分 類 さ れ 基 本 税 率 も 同 額 と な っ

た 今 日 に あ っ て は 、 極 め て 公 平 性 に 欠 け る 制 度

で あ る と 言 え ま す 。  

ハ  平 成 14 年 6 月 の 政 府 税 制 調 査 会 答 申 で も 述 べ

ら れ て い る「 同 種・同 等 の も の に は 同 様 の 負 担 」

と い う 消 費 課 税 の 基 本 的 考 え 方 に 沿 っ て 早 急 に

負 担 の 均 衡 を 図 る よ う ア ル コ ー ル 度 数 課 税 の 適

用 度 数 帯 の 拡 大 を す べ き で あ り ま す 。  

ニ  酒 税 の 税 率 は 、 酒 類 の 持 つ 致 酔 度 す な わ ち ア

ル コ ー ル 分 の 強 弱 に 応 じ て 上 下 す る こ と が 基 本

と 考 え ま す 。こ の こ と か ら 、ア ル コ ー ル 分 13 度

の 酒 類 と 37 度 の 酒 類 が 同 額 の 酒 税 を 負 担 し て い

る こ と は 合 理 性 や 公 平 性 に 欠 け て い る と 言 わ ざ

る を 得 ま せ ん 。ま た 、同 じ 20 度 の 蒸 留 酒 の 場 合 、

ウ イ ス キ ー 等 と 他 の 蒸 留 酒 類 の 間 で 酒 税 の 負 担

額 が 2 倍 近 い 格 差 が あ る こ と も 合 理 性 、 公 平 性

に 欠 け ま す 。  

ホ  そ し て 、 令 和 元 年 10 月 に 消 費 税 率 が 10%に な

っ た こ と に 伴 い 、 納 税 義 務 者 の 税 負 担 が 大 き く

な り 、 企 業 経 営 を 圧 迫 し 、 ま た 、 消 費 者 の 税 負

担 も 増 え た こ と か ら 、ア ル コ ー ル 分 1 度 に つ き 1

万 円 の 加 算 税 率 は 消 費 税 の 増 税 額 相 当 と な る 率

分 を 引 き 下 げ て い た だ く こ と を 要 望 し ま す 。  
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本 税 率 に 大 き な 格 差 が あ っ た 時 代 な ら と も か く 、
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た 今 日 に あ っ て は 、 極 め て 公 平 性 に 欠 け る 制 度
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る こ と は 合 理 性 や 公 平 性 に 欠 け て い る と 言 わ ざ

る を 得 ま せ ん 。ま た 、同 じ 20 度 の 蒸 留 酒 の 場 合 、

ウ イ ス キ ー 等 と 他 の 蒸 留 酒 類 の 間 で 酒 税 の 負 担

額 が 2 倍 近 い 格 差 が あ る こ と も 合 理 性 、 公 平 性

に 欠 け ま す 。  

ホ  そ し て 、 令 和 元 年 10 月 に 消 費 税 率 が 10%に な

っ た こ と に 伴 い 、 納 税 義 務 者 の 税 負 担 が 大 き く

な り 、 企 業 経 営 を 圧 迫 し 、 ま た 、 消 費 者 の 税 負

担 も 増 え た こ と か ら 、ア ル コ ー ル 分 1 度 に つ き 1

万 円 の 加 算 税 率 は 消 費 税 の 増 税 額 相 当 と な る 率

分 を 引 き 下 げ て い た だ く こ と を 要 望 し ま す 。  
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（図２）甘味果実酒に対する度数課税の適用範囲の拡大要望
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（図３）リキュールに対する度数課税の適用範囲の拡大要望
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要要望望２２   薬薬酒酒にに対対すするる軽軽減減税税率率制制度度のの導導入入   

〔要旨〕  

薬酒（「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律」上の医薬品）は、致酔飲料

というより、主として高齢者あるいは虚弱体質の人等

が健康保持や健康回復等のために、用法・用量に応じ

た一定量を薬用として飲用しているものであります。  

薬酒が、国民の健康増進、福祉の向上等と深く関係

している酒類であることを考慮され、大幅な酒税の軽

減をされるよう要望します。  

 

〔説明〕  

⑴  薬 酒 は 、酒 税 法 で は リ キ ュ ー ル に 該 当 し ま す が 、

致 酔 性 や 嗜 好 性 を 満 た す こ と を 目 的 と せ ず 、 主 と

し て 高 齢 者 あ る い は 虚 弱 体 質 の 人 等 が 健 康 保 持 、

健 康 回 復 等 の た め に 、 定 め ら れ た 用 法 用 量 に 従 い

一 日 当 た り の 服 用 量 の 上 限 の 範 囲 で 服 用 し て い る

も の で す 。ま た 、薬 酒 の 原 料 の ア ル コ ー ル は 、「 生

薬 の 薬 効 成 分 を 効 率 良 く 抽 出 す る た め の 溶 媒 」 と

し て 使 用 す る こ と が 目 的 の 一 つ で 、 そ の ア ル コ ー

ル 自 体 も 用 法 に よ り 薬 効 が あ り ま す 。 更 に 、 医 薬

品 と し て 商 品 認 可 を 得 る た め に は 、 製 造 設 備 や 製

造 方 法 、 商 品 の 科 学 的 な デ ー タ や 薬 効 実 績 な ど を

厚 生 労 働 省 に 申 請 し 、 膨 大 な コ ス ト を か け て 製 品

開 発 す る も の で あ り ま す 。  

 

⑵  嗜 好 性 の あ る 酒 類 に つ い て は 、 そ れ を 飲 用 消 費

す る 消 費 者 に 応 分 の 担 税 力 を 課 す こ と に 異 議 は あ

り ま せ ん が 、 致 酔 性 を 目 的 と せ ず 、 主 に 薬 効 目 的
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（図２）甘味果実酒に対する度数課税の適用範囲の拡大要望
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（図３）リキュールに対する度数課税の適用範囲の拡大要望
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の 薬 酒 （ 薬 用 酒 ） に 、 そ の 他 の 酒 類 と 同 一 の 税 率

負 担 と す る こ と が 、 消 費 区 分 に 応 じ た 公 平 な 担 税

措 置 と は い い が た い も の と 考 え ま す 。  

  ま た 、 薬 酒 が 国 民 の 健 康 増 進 、 福 祉 の 向 上 等 と

深 く 関 係 し て い る 酒 類 で あ る こ と を 考 慮 の 上 、 酒

税 の 大 幅 な 軽 減 が な さ れ る よ う 要 望 し ま す 。  

     

⑶  現 行 の 国 税 庁 通 達 で は 、 厚 生 労 働 大 臣 か ら 製 造

許 可 を 受 け た ア ル コ ー ル 含 有 医 薬 品 の う ち 特 定 の

も の に つ い て は 、 ア ル コ ー ル 分 １ 度 以 上 で 飲 用 に

供 す る こ と が で き る も の で あ っ て も 酒 類 に は 該 当

し な い こ と に 取 り 扱 わ れ て い ま す 。 更 に 、 薬 酒 は

流 通 ル ー ト も そ の 他 の 酒 類 と 異 な り 、 薬 局 で 医 薬

品 と し て 販 売 さ れ て い る 実 態 が あ り ま す 。  

以 上 の こ と か ら も 薬 酒 に 係 る 酒 税 の 軽 減 は 合 理

性 が あ る と 考 え ま す 。  

 

 

要要望望３３   当当面面のの酒酒税税改改正正のの着着実実なな実実施施   

〔要旨〕  

酒 類 製 造 各 社 は 、 平 成 ２ ９ 年 度 税 制 改 正 に 基 づ く

酒 税 率 の 改 正 及 び 令 和 ５ 年 度 税 制 改 正 に 基 づ く 酒 税

率 の 特 例 措 置 を 踏 ま え て 、 中 長 期 的 観 点 か ら 経 営 計

画 を 立 て て お り ま す の で 、 こ れ ら の 酒 税 改 正 を 着 実

に 実 施 し 、 増 税 は 行 わ な い よ う に お 願 い し ま す 。  

 

［説明］  

⑴  酒 類 製 造 各 社 は 、 平 成 ２ ９ 年 度 酒 税 法 改 正 に 基

づ く 酒 税 率 の 改 正 及 び 令 和 ５ 年 度 税 制 改 正 に 基 づ
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く 酒 税 率 の 特 例 措 置 の 導 入 を 踏 ま え て 、 中 長 期 的

観 点 か ら 経 営 計 画 を 立 て て お り ま す 。  

 

⑵  他 方 、 近 年 の 財 政 状 況 は 一 般 会 計 に お い て 国 債

発 行 が 経 常 的 と な っ て い る こ と 等 か ら 、 様 々 な 財

源 が 検 討 さ れ て い る も の と 承 知 し て お り ま す 。  

 

⑶  酒 類 製 造 各 社 と し て は 、 中 長 期 的 な 経 営 計 画 を

根 本 的 に 見 直 す こ と が 必 要 な 増 税 が 行 わ れ る こ と

に な っ た 場 合 、 経 営 へ の 悪 影 響 が 避 け ら れ な い た

め 、 増 税 は 行 わ な い よ う に お 願 い し ま す 。  

ま た 仮 に 今 後 、 酒 税 率 の 見 直 し の 検 討 が 避 け ら

れ な い 状 況 に な っ た 場 合 に お い て は 、 特 定 の 酒 類

（ 洋 酒 ） に 偏 重 し た 見 直 し が 行 わ れ る こ と が な い

よ う お 願 い し ま す 。  

 

 

要要望望４４   流流通通市市場場ににおおけけるる被被災災酒酒類類及及びび変変質質   

等等酒酒類類のの酒酒税税現現地地還還付付制制度度等等のの導導入入   

〔要旨〕  

１  酒 税 は 、 酒 類 を 消 費 し た 消 費 者 が 負 担 す る 間 接

税 で あ り 、 酒 類 製 造 者 が 納 付 し た も の が 商 品 代 金

の 中 に コ ス ト と し て 織 り 込 ま れ 、 販 売 業 者 を 通 じ

て 消 費 者 ま で 転 嫁 し 、 最 終 的 に 消 費 者 が 酒 類 を 飲

用 消 費 す る 段 階 で 、 そ の 酒 類 商 品 に 含 ま れ る 酒 税

相 当 額 を 支 払 い 負 担 し て い る と い う 仕 組 み と な っ

て い ま す 。  

そ う す る と 、課 税 済 酒 類 が 流 通 市 場 に 滞 留 し 、消
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の 薬 酒 （ 薬 用 酒 ） に 、 そ の 他 の 酒 類 と 同 一 の 税 率

負 担 と す る こ と が 、 消 費 区 分 に 応 じ た 公 平 な 担 税

措 置 と は い い が た い も の と 考 え ま す 。  

  ま た 、 薬 酒 が 国 民 の 健 康 増 進 、 福 祉 の 向 上 等 と

深 く 関 係 し て い る 酒 類 で あ る こ と を 考 慮 の 上 、 酒

税 の 大 幅 な 軽 減 が な さ れ る よ う 要 望 し ま す 。  

     

⑶  現 行 の 国 税 庁 通 達 で は 、 厚 生 労 働 大 臣 か ら 製 造

許 可 を 受 け た ア ル コ ー ル 含 有 医 薬 品 の う ち 特 定 の

も の に つ い て は 、 ア ル コ ー ル 分 １ 度 以 上 で 飲 用 に

供 す る こ と が で き る も の で あ っ て も 酒 類 に は 該 当

し な い こ と に 取 り 扱 わ れ て い ま す 。 更 に 、 薬 酒 は

流 通 ル ー ト も そ の 他 の 酒 類 と 異 な り 、 薬 局 で 医 薬

品 と し て 販 売 さ れ て い る 実 態 が あ り ま す 。  

以 上 の こ と か ら も 薬 酒 に 係 る 酒 税 の 軽 減 は 合 理

性 が あ る と 考 え ま す 。  

 

 

要要望望３３   当当面面のの酒酒税税改改正正のの着着実実なな実実施施   

〔要旨〕  

酒 類 製 造 各 社 は 、 平 成 ２ ９ 年 度 税 制 改 正 に 基 づ く

酒 税 率 の 改 正 及 び 令 和 ５ 年 度 税 制 改 正 に 基 づ く 酒 税

率 の 特 例 措 置 を 踏 ま え て 、 中 長 期 的 観 点 か ら 経 営 計

画 を 立 て て お り ま す の で 、 こ れ ら の 酒 税 改 正 を 着 実

に 実 施 し 、 増 税 は 行 わ な い よ う に お 願 い し ま す 。  

 

［説明］  

⑴  酒 類 製 造 各 社 は 、 平 成 ２ ９ 年 度 酒 税 法 改 正 に 基

づ く 酒 税 率 の 改 正 及 び 令 和 ５ 年 度 税 制 改 正 に 基 づ
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費 者 の 消 費 段 階 に 至 ら ず に 滅 失 、変 質 等 に よ り 消 費

で き な い こ と が 明 ら か な 場 合 は 、当 然 酒 税 額 は 還 付

さ れ る べ き で あ り ま す 。  

 

２  流通市場の酒類販売業者が所持する酒類について

は、①被災した場合、②変質・季節等の経過により

廃棄した場合、現行法では酒類販売業者に直接酒税

を還付する制度がありません。  
そこで、酒類販売業者が、酒類の被災場所や廃棄

場所の所轄税務署長の確認を受けた場合は、酒類の

仕入れ代金に含めて酒税を負担している酒類販売業

者に直接酒税を還付する制度を創設していただくよ

う要望します。  
 なお、酒類販売業者に直接酒税を還付でき ない場

合であっても、廃棄処理施設で廃棄した場合、同施

設が発行する廃棄証明書に基づいて酒税の控除が受

けられるよう要望します。   

 

［説明］  

⑴  現行法では、流通市場にある酒類が被災した場合、

その酒類に課された酒税は、その納税義務者である

酒 類 製 造 者 等 を 通 じ て 被 災 者 に 還 付 す る 制 度 と な

っています。  

しかし、所轄税務署長が被災酒類を確認している

にもかかわらず、流通段階における酒類販売業者の

書類の整理が煩雑で不十分なことが理由で、酒類製

造者等が還付手続きした酒税相当額について、国か

ら還付を受けられないケースがあり、当該酒税相当

額は酒類製造者等の負担となっています。また、こ
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の よ う な 手 続 き を 行 う 被 災 酒 類 の 酒 税 の 還 付 に 要
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廃棄を証明した書類に基づき、酒税の納税申告書に

おいて酒税の控除が受けられるよう要望します。  

 

 

要要望望５   酒酒類類業業組組合合のの事事業業拡拡大大   

〔要旨〕  

酒類業組合は、酒類業組合法で実施できる事業が限

定列挙されています。  

日本洋酒酒造組合（以下「当組合」）は、ジャパニー

ズウイスキーについて地理的表示の指定を受けるため

の活動を進めていますが、当該指定を受けるためには

管理機関の設置が必要となります。  
しかし、酒類業組合たる当組合は、酒類業組合法の

規定上、管理機関としての業務を実施することができ

ないとされています。このため、管理機関は他に業務

委託せざるを得ず、情報管理など種々の業務が煩雑と

なり不都合が生じます。  
そこで、酒類業組合法の第４２条（事業）を見直し、

当組合が酒類の地理的表示についての管理機関の業務

が実施できるように事業範囲の拡大を要望します。  

 

〔説明〕  

⑴  酒類 業組 合法第１ 条（ 目的）で は、「 酒税の保全

及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立

して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進す

る事業 を行 う 」とさ れて お り、か かる 目 的のた め、

当組合は設立されました。  

そして、酒類業組合法は、その目的を踏まえ、酒

類業組合に同法第４２条（事業）に定める 11 種の
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事業を実施する役割を与えています。  

 

⑵  近年、日本産ウイスキーは世界的なコンペティシ

ョンで高い評価を受ける一方で、外国産原酒のみを

使 用 し た ウ イ ス キ ー を ジ ャ パ ニ ー ズ ウ イ ス キ ー と

称して販売する、あるいは日本ではウイスキーと言

え な い 蒸 留 酒 を 海 外 で 日 本 産 ウ イ ス キ ー と し て 販

売する など の 事例が 見ら れ たこと から 、 当組合 は、

２０２１年２月に「ウイスキーにおけるジャパニー

ズウイスキーの表示に関する基準」を制定しました。 

 

⑶  この自主基準は、一定の経過措置を経た後、２０

２４年４月に本格的に施行されましたが、とりわけ

海外では認知度が十分とはいえず、遵守されている

かどう かも 満 足のい くレ ベ ルには 達し て いませ ん。

このような状況を改善するため、当組合は、この自

主 基 準 の 実 効 性 を 高 め る た め の 方 法 を 検 討 し て き

ました。  
 
⑷  そこで、当組合は、ジャパニーズウイスキーにつ

いて地理的表示の指定を受けることで、この自主基

準の内容に法的根拠を得ることを決定しました。そ

うして、当組合では、地理的表示ジャパニーズウイ

ス キ ー の 生 産 基 準 や 業 務 実 施 要 領 の 検 討 を 進 め て

きています。  
 
⑸  ジ ャ パ ニ ー ズ ウ イ ス キ ー に つ い て 地 理 的 表 示 の

指 定 を 受 け る た め に は 管 理 機 関 の 設 置 が 必 要 と な

ります。管理機関は、ウイスキーメーカーからの申
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請に基づいて、そのウイスキーが生産基準に適合し

ているか否かの確認業務などを行います。この確認

業務には、当組合のこれまでの組合運営で培ってき

た知見の活用が不可欠でありますから、当組合が管

理機関となることが自然であり、合理的と考えられ

ます。  
しかしながら、酒類業組合たる当組合は、酒類業

組合法の規定上、管理機関としての業務を実施する

ことができないとされています。このため、管理機

関は他に業務委託せざるを得ず、製法ノウハウなど

の 機 密 情 報 や 組 合 運 営 で 培 っ て き た 知 見 を 当 該 業

務委託先と共有することになり、情報管理など種々

の業務が煩雑となり不都合が生じます。  
加えて、当組合は、前述のとおり酒類業組合法の

目的を踏まえて設立されているにもかかわらず、同

じ法令上の制度である「酒類の地理的表示に関する

表 示 基 準 」（ 同 法 ８ ６ 条 の ６ 、 同 法 施 行 令 第 ８ 条 の

４）に関する事業の実施に制約があることは、明ら

かに不合理な実情にあると考えます。  
 
⑹  そこで、同法の第４２条（事業）を見直し、当組

合 が 酒 類 の 地 理 的 表 示 に つ い て の 管 理 機 関 の 業 務

が実施できるように事業範囲の拡大を 要 望 し ま す 。 
 
⑺  また、酒類業組合が地理的表示の管理機関として

の業務を実施できるようになったときは、改めて地

理 的 表 示 の 指 定 を 受 け る こ と な く 管 理 機 関 の 業 務

が 円 滑 に 引 き 継 げ る よ う に 運 用 面 の 整 備 も 要 望 し

ます。  
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要要望望６６   制制度度のの簡簡素素合合理理化化   

〔要旨〕  

酒税法に規定する申告・届出等の義務規定の廃止及

び実情に沿った手続きを見直しの上、簡素合理化を図

っていただきますよう要望します。  

 

〔説明〕  

酒税法 は、 酒 類製造 者に 対 し、申 告、 届 出、承 認、

許可等の多くの義務規定を定めています。  

 これらの義務規定は、今日の酒税が移出課税で、か

つ、申告納税制度であることを考えますと存続させる

必要性の ない 規定が多 く 、 事前チェ ック 方式でな く、

事 業 者 の 主 体 性 を 保 持 さ せ る こ と で 対 応 可 能 な も の

もあります。新しい時代に適合するよう酒税法の抜本

的な見直しを行い、多くの要望項目の実現が図られま

すよう要望します。  

 例えば、  

・課税済酒類の輸出還付制度の新設  

  ・記帳義務の簡素化、記帳事項の省略  
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